
令和 2 年度健康サポート薬局のための技能習得型研修 

受講者募集のご案内 
 

平成 28 年４月１日施行の「健康サポート薬局」制度は、薬局の業務体制や設備について一

定の基準（厚生労働省告示）に適合する薬局が、都道府県知事等に届出（平成 28 年 10 月 1

日以降）することにより、「健康サポート薬局」である旨の表示ができる制度です。 

「健康サポート薬局」である旨を表示するには、厚生労働大臣が定める基準において規定

されている「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修」（※１）を修了し、薬局において薬剤

師として５年以上の実務経験がある者が常駐する必要があり、届出にあたっては所定の研修

の修了証の提出が必要です。 

日本薬剤師会と日本薬剤師研修センターは当該研修の実施機関として、厚生労働省が指定

する確認機関（日本薬学会）に合同で届出を行っており、都道府県薬剤師会の協力を得て、

①技能習得型研修（研修会Ａ）：健康サポートのための多職種連携研修、②技能習得型研修（研

修会Ｂ）：健康サポートのための薬剤師の対応研修、 ③知識習得型研修（e-ラーニング）を

実施しています。 

この研修会は、これから健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局、及び既に表

示している薬局に従事する薬剤師の方を対象とするものです。 

なお、受講対象者は、原則、「健康サポート薬局」である旨を表示し得る業務体制を有する

薬局に従事しており、健康サポート薬局の意義や基準・通知を理解し、健康サポート薬局と

して地域住民の健康の保持増進に貢献する意欲のある薬剤師を対象とするものです。 

 

■研修会の名称 

研修会Ａ：健康サポートのための多職種連携研修会 

研修会Ｂ：健康サポートのための薬剤師の対応研修会 

■主 催 公益社団法人静岡県薬剤師会 

■共 催 公益社団法人日本薬剤師会 

■日 時 研修会Ａ：令和 2年 9月 6日（日）13:30～17:45 

研修会Ｂ：令和 2 年 11 月 3 日（火・祝）13:30～18:15 

■会 場 静岡商工会議所会館 5 階 会議室 

     静岡市葵区黒金町 20-8 TEL 054-253-5111  

※会場には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

■研修会の内容 別紙次第のとおり 

■定 員 １４０名 ※応募多数となった場合は調整させて頂くことがあります。 
■受講料 無料 

■対象者 既に健康サポート薬局である旨を表示し得る業務体制を有する、あるいは既に表

示している薬局に従事しており、健康サポート薬局の意義を理解し、健康サポー

ト薬局として地域住民の健康の保持増進に貢献する意欲のある薬剤師で、かつ、

薬局での５年の実務経験を有する薬剤師を対象とします。 

     （注）実務経験は、週当たりの勤務時間が 20 時間以上であった期間を通算する。 

■受講証明書の発行（※２） 

研修会を受講しレポートを提出された方には、内容を審査した後「受講証明書」

を発行します。 

■申込方法 

別紙「受講申込書」により、8 月 6 日（木）までに静岡県薬剤師会あてお申込み



ください。ただし、定数に達し次第締め切りとさせていただきます。また、「技

能習得型研修」は研修会Ａ・Ｂの受講が必須です。  

※１ 常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修 

厚生労働大臣が定める基準（平成 28 年厚生労働省告示第 29 号）第三号に規定の健康

サポート薬局に係る研修の全体像です。 
区分 研修項目 規定時間数 研修の実施方法 

技能習得型研修 
（集合研修） 

健康サポート薬局の基本理念 １ 【健康サポート薬局のた

めの多職種連携研修】（研

修会Ａ） 
地域包括ケアシステムにおける

多職種連携と薬剤師の対応 ３ 

薬局利用者の状態把握と対応 ４ 
【健康サポートのための

薬剤師の対応研修】（研修

会Ｂ） 

知識習得型研修 地域住民の健康維持・増進 ２ 日本薬剤師会が 
e-ラーニングにより実施 
 

要指導医薬品等概説 ８ 
10 健康食品、食品 ２ 
禁煙支援 ２ 
認知症対策 １ 
感染対策 ２ 
衛生用品、介護用品等 １ 
薬物乱用防止 １ 
公衆衛生 １ 
地域包括ケアシステムにおける

先進的な取組事例 １ 

コミュニケーション力の向上 １ 
合計 30 時間  

 
※２ 受講証明書、研修修了証の発行 

〇 静岡県薬剤師会主催の「技能習得型研修」を受講された方には、静岡県薬剤師会から「受

講証明書」を発行します。 
〇 日本薬剤師会実施の「知識習得型研修」（ｅラーニングによる研修）は、22 時間分の教

材の受講を完了した方に、「受講証明書」が発行されます。（ｅラーニング研修にも別途

受講料が設定されます。） 
〇 上記の「技能習得型研修」及び「知識習得型研修」の受講証明書を取得され、かつ薬局

での実務経験が５年以上ある方には、研修実施機関である日本薬剤師会・日本薬剤師研

修センターから「研修修了証」が発行されます。「健康サポート薬局」の届出を行う際

には、この「研修修了証」が必要となります。ただし、「研修修了証」の発行には、申

請手続きと申請料が必要です。 
〇技能習得型・知識習得型あわせて 30 時間の研修が必要とされておりますが、同一の研

修実施団体のものを受講しなければ、研修修了証は発行されません。 
■その他 
 １ 新型コロナウイルスの影響により、やむを得ず開催延期・中止となる場合があります。 

２ 体調がすぐれない場合や発熱・咳等の症状がある場合は、受講を見合わせていただき

ますようお願いいたします。 
３ 研修会参加時には、手洗い・手指消毒、マスク着用など感染予防に努めていただきま

すようお願いします。 
お問い合せ 

 
公益社団法人静岡県薬剤師会事務局 担当：木村 
電話：054-203-2023 ファックス：054-203-2028



令和 2 年度健康サポート薬局のための技能習得型研修受講申込書 
 

 
 

令和 2 年   月   日 
 静岡県薬剤師会 御中 （FAX：054-203-2028） 
 

 
【健康サポート薬局の届出を予定する薬局または表示している薬局】 

薬局開設者の住所及び氏

名（法人の場合は、主た

る事務所の所在地、名称

及び代表者の職氏名） 

住 所 
〒 
 
 
 

氏 名 ○印  

届 出 （ 予 定 ） 薬 局 

薬局 
名称 

 
 

薬局 
所在地 

〒 
 
 
 

TEL  FAX  

 
【受講申込者】 

会員区分 会員（          薬剤師会） ・ 非会員 薬剤師名簿 
登録番号  

ふりがな  
性別 男  ・  女 

氏  名 ○印  

生年月日 西暦           年     月     日 年齢 満    才 

実務経験 

受講には薬局での 5 年以上の実務経験が必要です 
実務経験は、週当たりの勤務時間が 20 時間以上であった期間を通算してください 
 
（実務年数       年      ケ月） 
  

 
【受講申込研修会名】 

受講区分 

１  新規受講 

２  研修会Ａは受講済（受講年月日：    年   月   日）で研修会Ｂを受講  

３  研修修了証を取得済で他県からの移動に伴う研修会Ａの受講 

    （発行県名：        県、 研修修了証の写しを添付） 

受講を希望 
する研修会 
（○で囲む） 

研修会Ａ 研修会Ｂ 

 
（注）１．8 月 6 日（木）までに直接静岡県薬剤師会あてＦＡＸにてお申込みください。 

２．受講の際は必ず番号の記載された本票を持参してください。 
３．本人確認を行いますので、 身分証明書（顔写真の付いた会員証、免許証など）を持参してください。 

 

※ 以下記入不要【通信欄】… 県薬剤師会 → 受講申込者 

１ 受講の申込みを受け付けました。 

２ 申込み定数超過のため、受け付けできませんでした。 
番号 

 



～ 健康サポート薬局研修 ～ 
健康サポートのための多職種連携研修会【研修会Ａ】 

次第 
 

日時：令和 2年 9月 6日（日）13 時 30 分～17 時 45 分 

場所：静岡商工会議所会館 ５階 会議室 

司会：静岡県薬剤師会理事 天野 雄一郎 

 

主催 公益社団法人 静岡県薬剤師会 

共催 公益社団法人 日本薬剤師会 

 

開会挨拶（13:30～13:40） 

静岡県薬剤師会 会長 石川 幸伸 

１．健康サポート薬局の基本理念【40 分】 

（１）健康サポート薬局の基本理念（13:40～14:00【20 分】） 

  日本薬剤師会 会長 山本 信夫（ＤＶＤ講義） 

（２）健康サポート薬局の理念 

～地域包括ケアシステムに対応した薬局・薬剤師（14:00～14:20【20 分】） 

「私たちが目指す健康サポート薬局の姿」 

   静岡県薬剤師会 常務理事 菅沼 貴仁 

２．当該地域の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源と役割の現状【80 分】 

（１）「静岡県における健康課題と健康増進施策 健康サポート薬局への期待」 

（14:20～14:50【30 分】） 

     静岡県健康福祉部健康局 技監 山野 富美 

（２）他職種等の取り組みについて～健康サポート薬局との連携を探る～ 

   １）「薬局でも指導できる簡単運動体操」（仮題） 

（15:20～15:40【20 分】） 

静岡県総合健康センター所長 健康運動指導士 木本 愛郎 

   ２）「地域包括支援センターに係る職種とその任務～薬局薬剤師への要望を含めて

～」（仮題）（15:40～16:00【20 分】） 

   静岡市葵区城西地域包括支援センター 保健師 高野 美紀子 

（３）静岡県の医療・保健・健康・介護・福祉等の資源について（15:30～15:40【10 分】） 

   静岡県薬剤師会 理事 河西 きよみ 

３．演習（15:40～17:35【115 分】）   

健康サポート薬局の基本理念及び、地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局と

しての役割を発揮するための各職種・機関との連携による対応等に関する演習 
演習進行役：静岡県薬剤師会 常務理事 服部 隆志 

（１）アイスブレイク【15 分】 健康サポート薬局とは                  

（２）ケーススタディ【80 分】 

地域包括ケアシステムの中で健康サポート薬局としての役割を発揮するための

各職種・機関との連携による対応等に関する演習   

（３）演習のまとめ【20 分】 

４．まとめ（17:35～17:40）【5分】） 

 静岡県薬剤師会 常務理事 服部 隆志 

閉会挨拶（17:40～17:45【5 分】） 

 静岡県薬剤師会 副会長 岡田 国一 



 
～ 健康サポート薬局研修 ～ 

健康サポートのための薬剤師の対応研修会【研修会Ｂ】 
次第 

 

日時：令和 2年 11 月 3 日（火・祝日）13 時 30 分～18 時 15 分 

場所：静岡商工会議所会館 ５階 会議室 

司会：静岡県薬剤師会理事 鈴木 亮士 

 

主催 公益社団法人 静岡県薬剤師会 

共催 公益社団法人 日本薬剤師会 

 

 

開会挨拶（13:30～13:35） 

静岡県薬剤師会 会長 石川 幸伸 

 

１．薬局・薬剤師を巡る現状と健康サポート薬局（13:35～13:55【20 分】） 

   静岡県薬剤師会 常務理事 鈴木 孝一郎 

 

 

２．薬局利用者の状態把握と対応（演習）（13:55～17:55【240 分】） 

   題材：腹痛  

    講義、グループワーク、ロールプレイ等を通じ、薬局利用者の相談内容から適切

に情報を収集し、状態、状況を把握し、それに合わせた適切な対応を行う力を身

につけます。 

 

講師：昭和大学医学部薬理学講座 医科薬理学部門  

教授  木内 祐二先生（ＤＶＤ講義） 

 

演習進行役：静岡県薬剤師会 常務理事 安達 士郎  

    

 

３．まとめ（17:55～18:00【５分】） 

   静岡県薬剤師会 常務理事 服部 隆志 

 

 

４．レポート作成（18:00～18:10【10 分】） 

 

閉会挨拶（18:10～18:15） 

   静岡県薬剤師会 副会長 岡田 国一 

                         



【静岡商工会議所会館 会場案内図】 
 
 
 

静岡商工会議所会館 会議室 

静岡市葵区黒金町 20－8 

電話：054－253－5111 

 

 
 


